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       令和元年 第２回西予市議会定例会産業建設常任委員会会議録 

 

１．開催日時 令和元年６月２４日 

１．開催場所 西予市議会第３委員会室 

１．開  会 令和元年６月２４日 

       午後 １時00分 

１．閉  会 令和元年６月２４日 

       午後 ３時02分 

１．出 席 委 員        

   委員長  宇都宮 久見子 

   副委員長 小野 正昭 

   委員   中村 一雅 

   委員   山本 英明 

   委員   小玉 忠重 

   委員   森川 一義 

  委員   藤井 朝廣 

１．欠 席 委 員 

   な し 

１．出席説明員 

   一般社団法人愛媛県建設業協会建築部

   会 

西予分会長 和気 恵次 

  （産業部） 

産業部長(兼)生活福祉部産廃処理施設 

担当 

部長 酒井 信也 

  （建設部） 

建設部長 清水 昭広 

   建設課長 三瀨 文丈 

  （総務企画部） 

   監理用地課長 小玉 浩幸 

 

 

１．出席議会事務局職員 

   書記    大内 俊二 

１．会議に付した事件   

陳情第２号 西予市内建築業者の育成に

関する要望書 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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○宇都宮委員長 

再開いたします。（再開 午後１時 00分） 

それでは、陳情第2号西予市内建設業者の育

成に関する要望書について審査したいと思い

ます。 

 本日は、西予市議会基本条例第5条第3項及

び西予市議会請願及び陳情取扱規程第15条に

より、趣旨説明をいただくために一般社団法

人愛媛県建設業協会建築部会 西予分会長 

和気 恵次様に来ていただきました。 

 それでは、和気様に陳情の主文をご説明い

ただき終了後に暫時休憩を取り、自由に質疑

を行った後、意見を調整していきたいと思い

ます。 

 では、和気分会長様、陳情の趣旨説明をお

願いします。 

〇和気分会長 

それでは、要望書を読み上げます。 

（要望書を読み上げる。） 

それでは、要望事項を説明させていただき

ます。まず１番地元企業育を成考慮した市内

建築業者の優遇策について、現行の西予市内

業者選定における入札の規模、参加資格格付

等の要件を今以上に厳しく制限しないよう、

お願いいたします。 

また、今後、さらに深刻度を増してくる人

手不足と地元企業育成の対策として、地元業

者同士によるＪＶ形態採用して、より大規模

かつ広範囲の工事が地元消化できるよう、お

願いいたします。 

これはちょっと補足を加えさせていただき

ます。ここ５億円以上の工事につきまして

は、今まで、ＪＶという形態で発注していた

だきました。事業地元紹介をしたいというこ

とで、５億円に限らずもう少し上限を上げて

いただきたく、この要望書を出させていただ

きました。よろしくお願いします。 

２番。積算上における適正な対応につい

て、工事数量等による建設物価の設定条件を

考慮した適正な金額で設計していただきたい

とともに、建設労働者の処遇改善及び適正利

潤確保のため、積算上の一般管理費率の引き

上げをお願いいたします。また、昨年の西日

本豪雨災害による一連の復旧工事が急がれて

いる最中人手不足がなお一層深刻さを増して

おり、それに伴い、賃金の上昇とともに、施

工単価の高騰を招いておりますので、状況を

踏まえた実勢単価の反映をよろしくお願いい

たします。補足しますと、失礼な言い方にな

るかもしれませんが適正なという意味は資材

等、例えば、100平米購入するのと10平米で購

入する。これはおのずから単価が違います。

そういったことを主に、表現したことで適正

という言葉がちょっと語弊を生むかもしれま

せんが、そこのところは、以上のような解釈

をしていただければと思います。 

３番。適正工期の設定について、西日本豪

雨災害により工期が集中する復興事業の対応

に追われている地域情勢の中、働き方改革に

伴う「週休完全2日制への移行」、「長時間労

働の是正」等を実現していくことが、求めら

れていますが、これは業界側にとって大幅な

コストアップ要因でもあります。よって、業

者に過度なしわ寄せ要請にならないよう柔軟

かつ適正な工期設定と積算をお願いいたしま

す。 

続いて４番工事量の確保について西予市発

注の工事に加えて、関連機関及び団体等の工

事新しい施策などを促進し、市内建築業者の

工事量を確保していただきますよう、お願い

いたします。ＰＦＩ事業、「卯之町はちのじ

まちづくり」に対しまして、市内業者が参入

できるよう、検討をお願いいたします。以上

の４項目ですが、よろしくお願いいたしま

す。 

○宇都宮委員長 

和気分会長様、説明ありがとうございまし

た。それでは、暫時休憩に入ります。（休憩 

午後１時８分） 

○宇都宮委員長 

では再開いたします。（再開 午後１時

24分） 

今ほど説明いただきました１番 地元企業

育成を考慮した市内建築業者の優良策につい

て、こちらに関しては、要件を今以上に厳し

く制限、現状維持を保っていただきたいとい

うことで、地元業者同士によるＪＶ形態を採

用していただきたいということで、2番に関し

ては委員会の中でも今後色々と委員会の中で

も協議していけたらと思っております。3番 
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適正工期の設定についても、適正な工期設定

と積算をお願いしますということで、4番 工

事量の確保について市内建築業者の工事量を

確保していただくようお願いいたします。委

員会の方では、取りまとめをさせていただき

たいと思います。以上で、御異議ありません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○宇都宮委員長 

ではそのように決定させていただきます。

和気分会長様ありがとうございました。暫時

休憩いたします。（休憩 午後１時25分） 

○宇都宮委員長 

再開いたします。（再開 午後２時30分） 

それでは、引き続き行政側から要望書に関

連した意見聴取を行いたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。本日は酒井産業部

長、清水建設部長、建設課、三瀨課長、監理

用地課 小玉課長に出席いただいておりま

す。自由に質疑していただきたいと思いま

す。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後２時

32分） 

○宇都宮委員長 

それでは再開いたします。（午後２時

47分） 

今ほどの協議の中で、まず、昨年度出てい

た要望書と重なっている部分が大きな項目

１、地元企業育成を考慮した市内建築業者の

優遇策について、こちらは、内容としては昨

年と似ているんですけれども、一部、地元業

者同士によるＪＶ形態を採用して、という文

言が今回、新規で入っております。こちらに

関しては、地元業者同士によるＪＶ形態を採

用して、というのは今後配慮をし、また詳細

については今後精査をしていきたい。という

旨で委員会としてはまとめていって、構いま

せんでしょうか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○宇都宮委員長 

はい。次に大きな２番、積算上における適

正な対応について こちらも昨年同様なんで

すけれども、その中で、また新たな一般管理

費率の引き上げをお願いしますという文言が

入っております。今ほどの一般管理費率の引

き上げをお願いしますという文言に関しまし

ては、一般管理費を含む諸経費については、

公共建築工事共通費積算基準による算定式を

採用することになっていることを御理解いた

だきたいということで、委員会としては構い

ませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○宇都宮委員長 

今回新たに３番 適正工期の設定について

という内容が盛り込まれておりますけれど

も、こちら、委員会としては、問題ないと考

えて構いませんでしょうか。では柔軟かつ適

正な工期設定と積算をお願いしますというこ

とで、委員会で、構いませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○宇都宮委員長 

次大きな４番。工事量の確保についてこち

ら昨年と同様になっておりますので、このま

まで構いませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○宇都宮委員長 

それでは、４項目とも先ほどの説明どおり

の報告といたして構いませんでしょうか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○宇都宮委員長 

では、報告通り採択させていただきます。 

審査結果は定例会最終日の委員長報告に発

表する予定ですのであらかじめ御了承くださ

い。それでは、本日予定されておりました議

案審査が終了いたしましたので、これにて令

和元年第２回定例会産業建設常任委員会を閉

会といたします。 

 

 

閉会 午後３時２分 

 

 

 

西予市議会委員会条例第30条第１項の規定

によりここに署名する。 

 

 

  西予市議会産業建設常任委員長 
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